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○
内
閣
府
令
第
五
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
規
則

目
次第

一
章

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

第
一
節

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
第
四
条
―
第
三
十
二
条
）

第
二
節

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
三
節

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
合
併
（
第
三
十
五
条
）

附
則
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第
一
章

特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
電
磁
的
方
法
）

第
一
条

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
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る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
条

法
第
十
四
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の

と
す
る
。

（
所
轄
庁
の
変
更
に
伴
う
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
引
継
ぎ
は
、
所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
た

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
は
、
所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
定
款
の
変
更
を
認
証
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
変
更
前
の
所
轄
庁
に
当
該
定
款
の
変
更
を
認
証
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
変
更
前
の
所
轄

庁
が
法
第
五
十
三
条
第
三
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
二
章

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

第
一
節

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
寄
附
金
等
収
入
金
額
に
会
費
の
一
部
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
要
件
）

第
四
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

社
員
の
会
費
の
額
が
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
基
準
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

社
員
（
役
員
並
び
に
役
員
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の
親
族
並
び
に
役
員
と
特
殊
の
関
係
（
第
十
六
条
に
規
定
す
る

関
係
を
い
う
。
第
八
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
数
が
二
十
人
以

上
で
あ
る
こ
と
。

（
総
収
入
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
）

第
五
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(1)

一

国
の
補
助
金
等
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
を
い
う
。
）

(1)

二

委
託
の
対
価
と
し
て
の
収
入
で
国
等
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
国
等
を
い
う
。
）
か
ら
支
払

(1)

わ
れ
る
も
の
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三

法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
事
業
で
そ
の
対
価
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
対
価
を
支
払
う
べ
き

者
に
代
わ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
の
そ
の
負
担
部
分

四

資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入
で
臨
時
的
な
も
の

五

遺
贈
（
贈
与
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
）
に
よ
り
受
け
入
れ
た
寄
附
金
又
は
贈
与
者
の
被
相
続

人
に
係
る
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
十
月
以
内
に
当
該
相
続
に
よ
り
当
該
贈
与
者
が
取
得
し

た
財
産
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
当
該
贈
与
者
か
ら
の
贈
与
（
贈
与
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
除
く
。
）

に
よ
り
受
け
入
れ
た
寄
附
金
の
う
ち
、
一
者
当
た
り
基
準
限
度
超
過
額
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す

(2)

る
一
者
当
た
り
基
準
限
度
超
過
額
を
い
う
。
第
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
部
分

六

実
績
判
定
期
間
（
法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
実
績
判
定
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
同
一
の
者

か
ら
受
け
入
れ
た
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
千
円
に
満
た
な
い
も
の

七

寄
附
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
及
び
そ
の
住
所
が
明
ら
か
な
寄
附
金
以
外
の
寄
附
金

（
同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
金
の
額
の
う
ち
一
者
当
た
り
基
準
限
度
と
な
る
金
額
）

第
六
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
号
イ

に
規
定
す
る
受
入
寄
附

(2)

(2)
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金
総
額
の
百
分
の
十
（
寄
附
者
が
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
七
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人

又
は
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
入
寄
附
金
総
額
の
百
分
の
五
十
）
に
相
当
す
る
金
額
と
す

る
。

（
受
入
寄
附
金
総
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
寄
附
金
の
額
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
寄
附
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

(2)

一

受
け
入
れ
た
寄
附
金
の
額
の
う
ち
一
者
当
た
り
基
準
限
度
超
過
額

二

実
績
判
定
期
間
に
お
け
る
同
一
の
者
か
ら
受
け
入
れ
た
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
千
円
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
合
計

額
三

寄
附
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
及
び
そ
の
住
所
が
明
ら
か
な
寄
附
金
以
外
の
寄
附
金
の
額

（
役
員
が
寄
附
者
で
あ
る
場
合
の
金
額
の
算
出
方
法
の
特
例
）

第
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

に
掲
げ
る
金
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
が
寄
附
者
で
あ
っ

(1)

(2)

て
、
他
の
寄
附
者
の
う
ち
に
当
該
役
員
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の
親
族
並
び
に
当
該
役
員
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
当
該
役
員
と
同
一
の
者
と
み
な
す
。
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（
判
定
基
準
寄
附
者
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
）

第
九
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
寄
附
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
名
称
）
及
び
そ
の
住
所
と
す
る
。

（
事
業
活
動
の
う
ち
に
そ
の
対
象
が
会
員
等
で
あ
る
活
動
等
の
占
め
る
割
合
）

第
十
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
割
合
は
、
実
績
判
定
期
間
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
行
っ
た
事
業
活
動
に
係
る
事
業
費
の
額
、
従
事
者
の
作
業
時
間
数
そ
の
他
の
合
理
的
な
指

標
に
よ
り
当
該
事
業
活
動
の
う
ち
に
同
号
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
活
動
の
占
め
る
割
合
を
算
定
す
る
方
法
に
よ
り
算

定
し
た
割
合
と
す
る
。

（
会
員
に
類
す
る
も
の
）

第
十
一
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
継
続
的
に
若
し
く
は
反
復
し
て
資
産
の
譲
渡
等
（
法
第
四
十
五
条
第
一

項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
者
又
は
相
互
の
交
流
、
連
絡
若
し
く
は
意

見
交
換
に
参
加
す
る
者
と
し
て
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
帳
簿
又
は
書
類
そ
の
他
に
氏
名
（
法
人
に
あ
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っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
が
記
載
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
継
続
的
に
若
し
く

は
反
復
し
て
資
産
の
譲
渡
等
を
受
け
、
又
は
相
互
の
交
流
、
連
絡
若
し
く
は
意
見
交
換
に
参
加
す
る
者

二

当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
役
員

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
運
営
又
は
業
務
の
執
行
に
関
係
し
な
い
者
）

第
十
二
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
運
営
又
は
業
務
の
執

行
に
関
係
し
な
い
者
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
行
う
不
特
定
多
数
の
者

を
対
象
と
す
る
資
産
の
譲
渡
等
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
当
該
資
産
の
譲
渡
等
以
外
の
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

人
の
活
動
に
関
係
し
な
い
者
と
す
る
。

（
そ
の
対
象
が
会
員
等
で
あ
る
資
産
の
譲
渡
等
か
ら
除
か
れ
る
活
動
）

第
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
活
動
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
で
、
そ
の
対
価
と
し
て
当
該
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る

通
常
の
対
価
の
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
程
度
に
相
当
す
る
額
以
下
の
も
の
及
び
交
通
費
、
消
耗
品
費
そ
の
他
当
該
資
産

の
譲
渡
等
に
付
随
し
て
生
ず
る
費
用
で
そ
の
実
費
に
相
当
す
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
付
随
費
用
の
実
費
相
当
額
」
と
い
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う
。
）
以
下
の
も
の
を
会
員
等
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら

得
て
行
う
も
の

二

当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
行
う
役
務
の
提
供
で
、

低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賃
金
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
別

低
賃
金
の
額
を
会
員
等
が
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
に
支
払
う
当
該
役
務
の
提
供
の
対
価
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
と
み
な
し
て
、
こ
れ
と
当
該
役
務
の
提
供
の

従
事
者
の
作
業
時
間
数
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
額
に
お
お
む
ね
相
当
す
る
額
以
下
の
も
の
及
び
付
随
費
用
の
実
費
相

当
額
以
下
の
も
の
を
そ
の
対
価
と
し
て
会
員
等
か
ら
得
て
行
う
も
の

三

法
別
表
第
十
九
号
に
掲
げ
る
活
動
又
は
同
表
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
同
表
第
十
九
号
に
掲
げ
る
活
動
に
準
ず
る
活
動

と
し
て
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
都
市
の
条
例
で
定
め
る
活
動
を
主
た
る
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
行
う
そ

の
会
員
等
の
活
動
（
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
あ
る
会
員
等
又
は
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
る

会
員
等
が
参
加
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
助
成

（
そ
の
便
益
の
及
ぶ
者
が
特
定
の
範
囲
の
者
で
あ
る
活
動
か
ら
除
か
れ
る
活
動
）
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第
十
四
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
活
動
は
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
活
動
と
す

る
。

（
特
定
の
地
域
）

第
十
五
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
地
域
は
、
一
の
市
町
村
（
東
京
都
の
特
別

(4)

区
の
存
す
る
区
域
及
び
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
）
の
区
域
の
一
部
で
地
縁
に
基
づ
く
地
域
と
す
る
。

（
特
殊
の
関
係
）

第
十
六
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す

(1)

る
。

一

婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
関
係

二

使
用
人
で
あ
る
関
係
及
び
使
用
人
以
外
の
者
で
当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
る
関
係

三

前
二
号
に
掲
げ
る
関
係
の
あ
る
者
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の
親
族
で
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
関
係

（
特
定
の
法
人
と
の
関
係
）
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第
十
七
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
関
係
は
、
一
の
者
（
法
人
に
限
る
。
）
が

(2)

法
人
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
そ
の
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等

」
と
い
う
。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
数
又
は
金
額
の
株
式
又
は
出
資
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

一
の
者
と
当
該
法
人
と
の
間
の
関
係
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
直
接
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
一
の
者
及
び
こ
れ
と
の
間
に
直
接
支
配
関
係
が
あ
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
法
人
又
は
当
該
一
の
者
と
の
間
に

直
接
支
配
関
係
が
あ
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
法
人
が
他
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上

の
数
又
は
金
額
の
株
式
又
は
出
資
を
保
有
す
る
と
き
は
、
当
該
一
の
者
は
当
該
他
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
又
は
総

額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
数
又
は
金
額
の
株
式
又
は
出
資
を
保
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
る
者
と
の
特
殊
の
関
係
）

第
十
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
第
十
六
条
第
二
号
中
「

(2)

役
員
」
と
あ
る
の
を
「
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
る
者
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

（
特
定
の
者
の
数
の
役
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
の
基
準
の
適
合
に
関
す
る
判
定
）

第
十
九
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
特
定
非
営
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利
活
動
法
人
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
後
遅
滞
な
く
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
基
準
に
継
続
し
て
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み

な
す
。

（
取
引
の
記
録
並
び
に
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
）

第
二
十
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
取
引
の
記
録
並
び
に
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
は
、
法
人
税
法
施

行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
不
適
正
な
経
理
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
経
理
は
、
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

経
理
で
そ
の
支
出
し
た
金
銭
の
費
途
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
る
も
の
、
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
も
の
そ
の
他
の
不

適
正
な
経
理
と
す
る
。

（
役
員
、
社
員
、
職
員
若
し
く
は
寄
附
者
等
と
の
特
殊
の
関
係
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
第
十
六
条
第
二
号
中
「

役
員
」
と
あ
る
の
を
「
役
員
、
社
員
、
職
員
若
し
く
は
寄
附
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
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」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

（
特
定
の
者
と
特
別
の
関
係
が
な
い
も
の
と
さ
れ
る
基
準
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一

当
該
役
員
の
職
務
の
内
容
、
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
職
員
に
対
す
る
給
与
の
支
給
の
状
況
、
当
該
特
定
非
営
利

活
動
法
人
と
そ
の
活
動
内
容
及
び
事
業
規
模
が
類
似
す
る
も
の
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
の
支
給
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
当

該
役
員
に
対
す
る
報
酬
の
支
給
と
し
て
過
大
と
認
め
ら
れ
る
報
酬
の
支
給
を
行
わ
な
い
こ
と
そ
の
他
役
員
等
（
役
員
、
社

員
、
職
員
若
し
く
は
寄
附
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
前
条

に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

対
し
報
酬
又
は
給
与
の
支
給
に
関
し
て
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
。

二

役
員
等
又
は
役
員
等
が
支
配
す
る
法
人
に
対
し
そ
の
対
価
の
額
が
当
該
資
産
の
そ
の
譲
渡
の
時
に
お
け
る
価
額
に
比
し

て
著
し
く
過
少
と
認
め
ら
れ
る
資
産
の
譲
渡
を
行
わ
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
と
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
の

間
の
資
産
の
譲
渡
等
に
関
し
て
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
。

三

役
員
等
に
対
し
役
員
の
選
任
そ
の
他
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
財
産
の
運
用
及
び
事
業
の
運
営
に
関
し
て
特
別
の
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利
益
を
与
え
な
い
こ
と
。

四

営
利
を
目
的
と
し
た
事
業
を
行
う
者
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
活
動
を
行
う

(1)

(2)

(3)

者
又
は
同
号
イ

に
規
定
す
る
特
定
の
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
に
あ
る
者
に
対
し
、
寄
附
を
行
わ
な
い
こ
と
。

(3)

（
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
費
の
額
の
占
め
る
割
合
に
準
ず
る
割
合
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
割
合
は
、
実
績
判
定
期
間
に
お
い
て
、
当

該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
行
っ
た
事
業
活
動
に
係
る
従
事
者
の
作
業
時
間
数
そ
の
他
の
合
理
的
な
指
標
に
よ

り
当
該
事
業
活
動
の
う
ち
に
特
定
非
営
利
活
動
が
占
め
る
割
合
を
算
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
と
す
る
。

（
小
規
模
法
人
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
五
条

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
要
件
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

（
認
定
に
関
す
る
意
見
聴
取
）
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第
二
十
六
条

所
轄
庁
が
、
法
第
四
十
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
八
条
第
二
号
に
定
め
る
者

の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
滞
納
処
分
に
係
る
国
税
又
は
地
方
税

の
納
税
証
明
書
を
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
対
す
る
認
定
の
通
知
等
）

第
二
十
七
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
認
定
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

名
称

二

代
表
者
の
氏
名

三

主
た
る
事
務
所
及
び
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
通
知
を
受
け
る
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
（
同
項
に
規
定
す
る
所
轄
庁

以
外
の
関
係
知
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
所
在
す
る
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
場
所
及
び
電
話

番
号
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
連
絡
先

四

当
該
認
定
の
有
効
期
間

２

法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
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所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
の
届
出
）

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
る
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
所
轄
庁
以
外
の

関
係
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
に
関
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
九
条

第
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
有
効
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
の
添
付
書
類
）

第
三
十
条

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
轄
庁
に
提
出
し
た
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
寄
附
者
名
簿
そ
の
他
の
同
項
各

号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
写
し

二

認
定
に
関
す
る
書
類
の
写
し

三

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
轄
庁
に
提
出
し
た
直
近
の
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
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に
掲
げ
る
書
類
の
写
し

四

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
轄
庁
に
提
出
し
た
直
近
の
法
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
書
類
の
写

し
（
定
款
の
変
更
の
通
知
等
）

第
三
十
一
条

所
轄
庁
は
、
法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
作

成
し
た
提
出
書
を
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
く
べ
き
書
類
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

収
益
の
源
泉
別
の
明
細
、
借
入
金
の
明
細
そ
の
他
の
資
金
に
関
す
る
事
項

二

資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
の
料
金
、
条
件
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三

次
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
取
引
先
、
取
引
金
額
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項
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イ

収
益
の
生
ず
る
取
引
及
び
費
用
の
生
ず
る
取
引
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
取
引
金
額
の

も
多
い
も
の
か
ら
順
次
そ

の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
第
一
順
位
か
ら
第
五
順
位
ま
で
の
取
引

ロ

役
員
等
と
の
取
引

四

寄
附
者
（
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
役
員
、
役
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
又
は
役
員
と
特

殊
の
関
係
の
あ
る
者
で
、
前
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が

二
十
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
氏
名
並
び
に
そ
の
寄
附
金
の
額
及
び
受
領
年
月
日

五

給
与
を
得
た
職
員
の
総
数
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
給
与
の
総
額
に
関
す
る
事
項

六

支
出
し
た
寄
附
金
の
額
並
び
に
そ
の
相
手
先
及
び
支
出
年
月
日

七

海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
場
合
（
そ
の
金
額
が
二
百
万
円
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
そ

の
金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
実
施
日

２

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
（
ロ
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
イ
及
び
ロ
、
第
五
号
並
び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
並
び
に
法
第
四
十
七

条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
い
旨
を
説
明
す
る
書
類
と
す
る
。
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第
二
節

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
へ
の
書
類
の
提
出
）

第
三
十
三
条

法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出

は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

の
提
出
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
三
十
四
条

第
二
十
六
条
の
規
定
は
所
轄
庁
が
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由

の
有
無
に
つ
き
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
二
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
に
つ
い
て
、

第
二
十
七
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
第
三
十
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
所
轄
庁
が
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
三



 20 

項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
節

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
合
併

（
合
併
の
認
定
の
通
知
等
）

第
三
十
五
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
二
項
の
認
定
の
申
請
を
受
け
た
所
轄
庁
は
、
直
ち
に
、
合
併
に
よ

っ
て
消
滅
す
る
各
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
た
所
轄
庁
は
、
同
項
の
通
知
に
係
る
申
請
に
対
す
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ

の
旨
を
同
項
の
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
の
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は

、
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
を
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
に
提
出
し
て
す



 21 

る
も
の
と
す
る
。

５

第
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
認
定
及
び
同
条
第
二
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
、
第
十
一
条
各
号
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
四
条
並
び

に
第
二
十
六
条
中
「
当
該
申
請
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
後
存
続
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立

し
た
」
と
、
同
条
中
「
滞
納
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
後
存
続
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
合
併
に
よ
っ
て
消
滅
す

る
各
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
合
併
に
よ
っ
て
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
合
併
に
よ
っ
て
消

滅
す
る
各
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
の
滞
納
処
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
規
則
等
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
四
十
三
号
）
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二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
事
務
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
四
十

四
号
）

三

内
閣
府
の
所
管
す
る
内
閣
府
本
府
関
係
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
三
十
一
号
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
定
款
の
変
更
の
認
証
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

行
わ
れ
た
定
款
の
変
更
の
認
証
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
（
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
効
力
法
人

税
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
か
ら
受
け
入
れ
る
寄
附
金
が
あ
る
特

定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
七
十
七
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七

十
七
条
各
号
若
し
く
は
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
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一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
と
す
る
。

３

旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
号

）
附
則
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
受
け
入
れ

る
寄
附
金
が
あ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動

法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
若
し
く
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
す
る
。

４

旧
効
力
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
を
会
員
等
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る

第
十
三
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
公
益
財
団
法
人
で
あ
る
会
員
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
益
財
団

法
人
で
あ
る
会
員
等
、
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
会
員
等
」
と
す
る
。

５

旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
会
員
等
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
第
十
三
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
若
し
く
は
特
定
非
営
利
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活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旧
認
定
特
定

非
営
利
活
動
法
人
」
と
す
る
。



様式第１号（第２７条第２項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

所轄庁以外の関係知事に対する特定非営利活動促進法第４４条第１項の 

認定に係る関係書類の提出書 

 

 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第４４条第１項の認定を受けたので、法第４９条

第４項の規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 事業報告書 

２ 活動計算書 

３ 貸借対照表 

４ 財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

７ 役員名簿 

８ 定款 

９ 認証に関する書類の写し 

10 登記に関する書類の写し 



11 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し 

12 法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（11 を除く。）及び法第４

７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し 

13 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

14 認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを

提出すること。ただし、合併後これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度

及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出すること。 

３ 11 から 13 までに掲げる書類については、法第４４条第２項の申請書の添付書類として所

轄庁に提出した同項各号に掲げる書類の写しを提出すること。 

 ４ 所轄庁以外の関係知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第２８条関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

所轄庁以外の関係知事に対する特定非営利活動促進法第５１条第２項の 

有効期間の更新に係る関係書類の提出書 

 

 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第５１条第２項の規定による有効期間の更新を受

けたので、法第５１条第５項において準用する法第４９条第４項（第１号に係る部分を除く。）の

規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 法第５１条第５項において準用する法第４５条第１項第１号、第２号、第３号イ、ハ及びニ、

第４号、第５号並びに第７号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類並びに法第４７条各号

のいずれにも該当しない旨を説明する書類のうち法第５１条第５項において準用する法第４４

条第２項の申請書の添付書類として所轄庁に提出したものの写し 

２ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類のうち法第５１条第５項におい

て準用する法第４４条第２項の申請書の添付書類として所轄庁に提出したものの写し 

３ 有効期間の更新に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 



 ２ 法第５１条第５項において準用する法第４５条第１項第１号、第２号、第３号イ、ハ及び

ニ、第４号、第５号並びに第７号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類、法第４７条各

号のいずれにも該当しない旨を説明する書類並びに寄附金を充当する予定の具体的な事業の

内容を記載した書類のうち、所轄庁への提出を省略したものが含まれる場合には、以下の欄

にその名称を記入すること。   

書 類 の 名 称 

 

 ３ 所轄庁以外の関係知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第３１条第２項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

特定非営利活動促進法第５３条第４項の都道府県知事に対する 

認定特定非営利活動法人の事務所の新設に係る関係書類の提出書 

 

 

貴都道府県の区域内に新たに事務所を設置したので、特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）第５３条第４項の規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 事業報告書 

２ 活動計算書 

３ 貸借対照表 

４ 財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

７ 役員名簿 

８ 定款 

９ 認証に関する書類の写し 

10 登記に関する書類の写し 



11 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し 

12 法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（11 を除く。）及び法第４

７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し 

13 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

14 認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを

提出すること。ただし、合併後これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度

及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出すること。 

３ 11 から 13 までに掲げる書類については、法第４４条第２項の認定、法第５１条第２項の

有効期間の更新又は法第６３条第１項の合併の認定のうち直近に受けたものに係る申請書の

添付書類として所轄庁に提出したものの写しを提出すること。 

 ４ 法第５３条第４項の都道府県知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第３３条第１項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（仮認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

所轄庁以外の関係知事に対する特定非営利活動促進法第５８条第１項の 

仮認定に係る関係書類の提出書 

 

 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第５８条第１項の仮認定を受けたので、法第６２

条において準用する法第４９条第４項の規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 事業報告書 

２ 活動計算書 

３ 貸借対照表 

４ 財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

７ 役員名簿 

８ 定款 

９ 認証に関する書類の写し 

10 登記に関する書類の写し 



11 法第５９条第１号の規定による法第４５条第１項第２号から第９号までに掲げる基準に適合

する旨を説明する書類及び法第６２条において準用する法第４７条各号のいずれにも該当しな

い旨を説明する書類の写し 

12 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

13 仮認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを

提出すること。ただし、合併後これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度

及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出すること。 

３ 11 及び 12 に掲げる書類については、法第５８条第２項において準用する法第４４条第２

項の申請書の添付書類として所轄庁に提出した同項各号に掲げる書類の写しを提出すること。 

 ４ 所轄庁以外の関係知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第３３条第２項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（仮認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

特定非営利活動促進法第６２条において準用する同法第５３条第４項の 

都道府県知事に対する仮認定特定非営利活動法人の事務所の新設に係る関係書類の提出書 

 

 

貴都道府県の区域内に新たに事務所を設置したので、特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）第６２条において準用する法第５３条第４項の規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 事業報告書 

２ 活動計算書 

３ 貸借対照表 

４ 財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

７ 役員名簿 

８ 定款 

９ 認証に関する書類の写し 

10 登記に関する書類の写し 



11 法第５９条第１号の規定による法第４５条第１項第２号から第９号までに掲げる基準に適合

する旨を説明する書類及び法第６２条において準用する法第４７条各号のいずれにも該当しな

い旨を説明する書類の写し 

12 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

13 仮認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを

提出すること。ただし、合併後これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度

及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出すること。 

３ 11 及び 12 に掲げる書類については、法第５８条第１項の仮認定又は法第６３条第２項の

認定のうち直近に受けたものに係る申請書の添付書類として所轄庁に提出したものの写しを

提出すること。 

 ４ 法第５３条第４項の都道府県知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第３５条第３項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

所轄庁以外の関係知事に対する特定非営利活動促進法第６３条第１項の 

合併の認定に係る関係書類の提出書 

 

 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第６３条第１項の合併の認定を受けたので、法第

６３条第５項において準用する法第４９条第４項の規定により、下記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

２ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

３ 合併当初の財産目録 

４ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

５ 役員名簿 

６ 定款  

７ 合併の認証に関する書類の写し 

８ 合併の登記に関する書類の写し 

９  実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し 

10 法第６３条第５項において準用する法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明



する書類（９を除く。）及び法第４７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し 

11 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

12 合併の認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によ

って設立した特定非営利活動法人に係る書類を提出すること。 

３ ９から 11 までに掲げる書類については、法第６３条第５項において準用する法第４４条第

２項の申請書の添付書類として所轄庁に提出した同項各号に掲げる書類の写しを提出するこ

と。 

 ４ 所轄庁以外の関係知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第３５条第４項関係） 

 

年  月  日  

 

都道府県知事 殿 

 

（仮認定特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名              印 

主たる事務所の住所            

 

電話番号                 

 

 

所轄庁以外の関係知事に対する特定非営利活動促進法第６３条第２項の 

合併の認定に係る関係書類の提出書 

 

 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第６３条第２項の合併の認定を受けたので、法第

６３条第５項において準用する法第６２条において準用する法第４９条第４項の規定により、下

記に掲げる書類を提出します。 

 

記 

 

１ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

２ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

３ 合併当初の財産目録 

４ 社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 

５ 役員名簿 

６ 定款 

７ 合併の認証に関する書類の写し 

８ 合併の登記に関する書類の写し 

９ 法第６３条第５項において準用する法第６２条において準用する法第４５条第１項第２号か



ら第９号までに掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び法第４７条各号のいずれにも該当

しない旨を説明する書類の写し 

10 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

11 合併の認定に関する書類の写し 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ １から６までに掲げる書類については、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によ

って設立した特定非営利活動法人に係る書類を提出すること。 

３ ９及び 10 の書類については、法第６３条第５項において準用する法第５８条第２項におい

て準用する法第４４条第２項の申請書の添付書類として所轄庁に提出した同項各号に掲げる

書類の写しを提出すること。 

 ４ 所轄庁以外の関係知事が複数あるときは、各知事に対して届出を行うこと。 

 


